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１．はじめに 

1975年にルクセンブルク条約において、EU 全域で適用される統一特許制度が提案されまし

た。その後、2000年に、欧州委員会が、EU 全域で適用される統一特許制度と共同体特許制度

のドラフトを作成し、これを提示しました。ところが、欧州統一特許制度のドラフトには、特許

維持年金（renewal fees）の具体的な額についての提案はありませんでした。 

 

 このような状況下において、EPO長官（Benoît Battistelli氏）は、2015年 3月に特許維持年

金（renewal fees）の額に関し、下記の二つの提案を示し、意見を求めていました。 

 

(i) TOP4 という提案（現行の EP 特許が最も高い頻度で指定国とする国（指定国数：DE、 

FR、GB、及び NLの 4ヶ国）をモデルにした提案） 

(ii) TOP5 という提案（現行の EP 特許が最も高い頻度で指定国とする国（指定国数：DE、 

FR、GB、NL、及び SEの 5ヶ国）をモデルにした提案） 

 

しかしながら、上記提案は、利害関係者にとって満足のいくものではなく、それゆえ当該提案

に対する批判的な意見も多く、その成り行きが注目されていました。このたび、2015年 5月 7

日に、EPO は、上記二つの提案に対する修正案を提示しました。今回の修正案について、以下

に説明します。 
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